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◎トピックス◎トピックス 公共建築物への木材利用が進み始めました 公共建築物への木材利用が進み始めました

　

庁
舎
等
の
木
造
化
は
、
各
省
計
画
策
定
後
の

平
成
23
年
度
に
国
土
交
通
省（
税
関
支
署
、
植

物
防
疫
所
等
）、
農
林
水
産
省（
森
林
事
務
所
、

動
物
検
疫
所
施
設
等
）、
環
境
省（
国
立
公
園
内

休
憩
所
、
公
衆
ト
イ
レ
等
）等
で
計
画
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
内
装
木
質
化
は
、
参
議
院
事

務
局（
庁
舎
）、法
務
省（
地
方
検
察
庁
庁
舎
等
）、

厚
生
労
働
省（
療
養
施
設
）、
防
衛
省（
宿
舎
等
）

で
計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
各
省
計
画
は
22
機
関
中
19
機
関
、
都

道
府
県
方
針
は
35
都
道
府
県
、
市
町
村
方
針
は

81
市
町
村
が
策
定
済
み
で
す（
平
成
23
年
12
月

１
日
現
在
）。

　

今
後
は
、未
策
定
の
機
関
で
の
計
画
策
定
や
、

木
造
化
、
木
質
化
の
更
な
る
取
組
等
を
要
請
し

ま
す
。

　

平
成
22
年
度
、
庁
舎
等
の
木
造
化
は
新
築

工
事
の
う
ち
９
割
の
28
施
設（
18
森
林
事
務
所

等
）、
内
装
の
木
質
化
は
新
築
改
装
工
事
の
う

ち
７
割
弱
の
30
施
設
で
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　

分
野
ご
と
に
み
る
と
、
公
共
事
業
で
は
、
土

木
工
事
に
お
け
る
木
材
の
使
用
は
積
極
的
に
行

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
の
柵
工
、
視
線

誘
導
標
等
で
は
取
組
の
遅
れ
が
み
ら
れ
ま
す
。 

　

事
務
机
等
の
木
製
品
使
用
で
も
取
組
が
遅
れ

て
い
る
一
方
、
コ
ピ
ー
用
紙
、
名
刺
、
カ
ー
ト

カ
ン
等
は
部
局
に
よ
り
取
組
に
バ
ラ
つ
き
が
あ

り
ま
す
。 

　

全
般
的
に
は
取
組
は
進
ん
で
い
る
と
言
え
ま

す
が
、
今
後
は
改
め
て
木
材
利
用
の
意
義
・
必

要
性
を
周
知
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
取
組
の
遅

れ
て
い
る
部
局
に
対
す
る
林
野
庁
か
ら
の
助

言
、「
間
伐
材
を
使
用
し
た
製
品
」を
単
価
契
約

物
品
に
入
れ
る
な
ど

契
約
面
で
の
対
応
等

を
実
施
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
林
野
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
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j/riyou/koukyou/
index.htm
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　平成22年10月に施行された公共建築物等木材利用促進法では、各省庁は公共
建築物の木材利用の促進のための計画（各省計画）を策定し、毎年、木材利用の取
組状況等を公表するよう規定されています。このうち、農林水産省は、同法に基
づき、公共事業や木製品等も含めた「農林水産省木材利用推進計画」を策定して取
り組んでいます。昨年12月に公表したこれらの概要を紹介します。
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